
宇部・山陽小野田消防組合 安全衛生管理体制 

平成 29 年度

総括安全衛生責任者(第 5条) 

☆次長 【衛生関係】 【安全関係】 

所属長(第 3条) 

☆署長、課長 

安全責任者(第 6条) 

☆所属長(副署長) 

安全担当者(第 7条) 

☆課長補佐、副主幹、 

警備司令、出張所長 

(所属長が選任することができる)

産業医(第 10 条) 

☆綿田内科病院 

(消防長が選任)

衛生管理者(第8条) 

 ☆消防長が選任

衛生担当者(第 9条) 

☆課長補佐、副主幹 

警備司令 

(所属長が選任することができる) 

衛生推進者(第 8条の 2) 

☆出張所長 

(消防長が選任) 

衛生担当者(第 9条) 

☆出張所係長 

(所属長が選任することができる) 

安全衛生委員会(第 11 条・第 12 条) 

・総括安全衛生責任者 ・所属長 ・安全責任者 ・衛生管理者 ・衛生推進者 ・安全担当者 ・衛生担当者(係長を除く) ・産業医 




